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     令和４年７月２２日 
 
 

福岡コロナ特別警報の発動について 
 
 
Ⅰ 感染状況等 

○ 本県における新規陽性者数の７日移動平均は、７月１６日に約４，７４８人
となり、第６波のピークであった２月上旬を上回った。７月２１日の新規陽
性者数は、過去最多の１０,７５２人となった。県内全域で感染が拡大して
おり、第７波のただ中にあると考えている。 

○ 年代別の新規陽性者数は、直近の１週間では、２０歳未満が全体の４割
を占め、保育所、幼稚園、学校のクラス閉鎖や臨時休業が３１４か所、特
に小学校は６校に１校以上の割合で発生している。一方で、６０代以上の
高齢者は全体の約１割と、第６波のピークであった２月中旬の約２割と比
較すると少ない。 
また、県内のクラスターは増加傾向にあり、今月に入ってから既に、高齢
者施設で３２件（６月は１９件）、医療機関で２２件（６月は７件）発生して
いる。 

○ 重症者数は、７月２１日に６人となり、第６波のピークであった２月上旬の
２０人と比較すると少ない。また重症者数と中等症者数の合計は、７月  
２１日に２１３人となり、第６波のピークであった２月上旬の４９１人と比較
すると少ない。 

○ 医療提供体制については、７月２１日時点で、病床使用率は５６．３％、宿
泊療養施設の稼働率は４５.３％となっており、感染拡大に伴い上昇傾向
にある。 
 
 

Ⅱ 福岡コロナ特別警報 
① コロナ特別警報の各指標等 

現在の感染状況をコロナ特別警報の各指標等でみると次のとおり。 
・ 新規陽性者数の７日移動平均は、増加傾向が継続している 
・ 病床使用率は、発動の目安である５０％を上回っている 

（７月２１日：５６.３％） 
・ 重症病床使用率は、引き続き極めて低い水準で推移している 

（７月２１日：２．７％） 
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・ 重症者数と中等症者数の合計は、増加 
（７月６日：５９人→７月２１日：２１３人） 

・ オミクロン株の新たな系統 BA.5 の検出数が増加している 
（７/８～１４：３８件→７/１５～２１：１６８件） 
 

② 福岡コロナ特別警報の発動 
○ 県では、これまでに６回の感染の波を経験する中で、県民の皆様の命と

健康を守るための取組を積み重ねてきた。また、医療関係者の皆様のご
協力の下、医療提供体制を段階的に充実・強化してきた。 

○ 引き続き、 
・ コロナ病床を増床 
・ 陽性判明時のトリアージを徹底し、軽症・無症状の方は自宅療養、軽

症者のうち重症化リスクが高い方は宿泊療養施設等、病床の効率的
な運用 

・ 入院治療の必要がなくなった軽症患者の早期退院や宿泊療養施設
への入所を促進 

・ 回復患者の後方支援病院への転院を促進 
などにより、医療のひっ迫を何としても回避する。 

○ しかし、このまま感染の拡大が続けば、高齢者等を中心に入院者数、重
症者数が増加することが懸念される。また、医療従事者の陽性者・濃厚
接触者の増加に伴い、救急・通常医療も含めて、医療への負荷が極めて
大きくなる恐れがある。 

○ 県は、７月６日に福岡コロナ警報を発動し、県民・事業者の皆様へ感染
防止対策の確認と徹底をお願いしてきた。 
しかし、現在の感染拡大状況を踏まえ、今後とも医療提供体制を確保し
ていくため、専門家の意見や市町村との協議を踏まえて総合的に判断し、
本日、福岡コロナ特別警報を発動する。 

○ ただし、感染力は強いが重症化しにくいオミクロン株の特性と現段階で
は行動制限を行わないという国の新型コロナウイルス感染症対策本部
で決定された基本的な考え方を踏まえ、今後も感染防止対策を徹底し
つつ、社会経済活動、学校・教育活動との両立を図るため、現段階にお
いて、県民・事業者の皆様に対し、行動制限を伴う要請は行わないことと
する。 

○ 県民の皆様におかれては、夏休みに入り、これまで以上に人と人との接
触機会が増える中で、最大限の警戒感を持って感染防止対策を徹底し
ていただくとともに、可能な範囲で医療への負荷をかけないような行動
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をとっていただくようお願いする。 
Ⅲ 今後の対応 

県は、県民の皆様の命と健康を守るため、引き続き医療提供体制の充実・強
化に全力を挙げる。同時に、県民・事業者の皆様に対して、より一層の感染防
止対策の徹底や医療を守るための協力を要請する。県と県民・事業者の皆様
が力を合わせ、一体となって取り組むことで、この難局を乗り切っていくことが
必要である。 

 
① 県の取組 
○ 重症化リスクの高い高齢者の命を守る対策 

・ 市町村と連携し、ワクチン４回目接種を促進 
・ 高齢者施設職員を対象とした検査を、週１回のＰＣＲ検査から、週２回

の抗原定性検査へ強化（８月初旬から開始） 
・ 高齢者施設の感染拡大防止策の指導等のため、医師・看護師を派

遣する体制を強化（登録数：１５人→８１人、７月１５日から開始） 
・ 高齢者施設で療養される方のため、医師・看護師を往診のため派遣

する（医療機関の登録数：９３） 
・ 健康観察について、６５歳未満で基礎疾患がないなど重症化リスク

が低い方への連絡方法を電話からＳＭＳ（ショートメッセージサービス）
に変更し、重症化リスクの高い高齢者等に重点化（７月１３日から開
始） 

○ ワクチン接種 
・ 市町村と連携し、医療従事者及び高齢者施設の職員等を対象とした

４回目接種を促進 
・ ノババックス製ワクチンの接種を県内３か所の会場で実施 

○ 無料検査 
・ 感染不安を感じる無症状者を対象とした無料検査を県内５６９か所

の検査所で継続 
(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/muryou1.html#2) 
・ お盆期間中、主要な駅・空港において検査を受けていただけるよう、８

月５日～１８日までの間、臨時の検査所を設置 
○ 病床の確保等 

・ 陽性判明時のトリアージの更なる徹底 
・ 病床確保計画のフェーズを「４」から最終の「５」に引き上げ、１,２９５

床から１,６８１床に即応病床を増床（７月１９日実施） 
・ 全ての医療機関に対し、コロナ病床の増床を要請 
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・ コロナ病床の効率的な運用を図るため、回復患者の後方支援病院
への転院などを関係医療機関に要請 

・ 休日、夜間においても重症化リスクの高い有症状者が受診できる体
制の整備 

・ 宿泊療養施設については、７月２８日付で全てのホテルを再開    
（２，４３２室） 

 
② 県民への要請 
○ より一層の感染防止対策の徹底 

・ ワクチン接種した方も含め、マスクの正しい着用、手指の消毒、三密
の回避、換気など、基本的感染防止対策の徹底。エアロゾル感染を
防ぐためにも、特に、換気を徹底 

・ 会食や会合など、人が集まる場所に参加する場合は、人との距離を
確保し、大声など感染リスクが高まる行動を自粛。外食の際には、県
の第三者認証を受けた「感染防止認証店」をはじめ、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店の利用 

・ 発熱や倦怠感など、少しでも体調が悪ければ外出を控え、医療機関
を受診 

・ 発熱などの症状はなくても、感染不安を感じる方や、帰省や旅行、会
食などのご予定のある方は、無料検査を活用 

・ 帰省などで高齢者等と接する方は、屋内でもマスク着用・こまめな換
気など、感染防止対策を徹底し、高齢者等を守る行動を実践 

・ ワクチン接種について、高齢者等の方には、早めの４回目接種の検討 
・ 若い世代の３回目接種率は低い水準にとどまっており、接種がまだお

済みでない方々は、早めの接種を検討 
〇 医療を守るための協力 

・ 軽度の発熱や咳、喉の痛みといった症状の方も含め、夜間、休日の受
診者が急増し、検査・診察までに長時間の待機を要しており、小児の
方、高齢者の方、基礎疾患を有する方の診療が困難な状況。受診が
可能な方は、平日日中にお近くの診療・検査医療機関を受診してい
ただきたい 
(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jushin.html#c) 

・ コロナが疑われる方で１１９番通報を悩む場合は、通報の前に、まず
は２４時間対応の「受診・相談センター」に相談 
(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jushin.html#d) 

・ ご自身が陽性者になり、自宅療養する場合に備え、日頃から解熱剤
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や食料、日用品などの備蓄 
・ 自宅療養中に症状が悪化した場合には、平日日中は保健所に、休

日・夜間は専用ダイヤルに、まずは連絡 
また、保健所からＳＭＳ（ショートメッセージサービス）により、療養上の
留意事項の連絡等が届いた場合、必ずメッセージを確認 
 

③ 事業者への要請 
・ 飲食店を含む事業者の皆様は、改めて業種別ガイドラインの確認及

びその遵守。特にこれからの季節は、エアコンの使用で窓を閉めるこ
とが多くなるため、換気の徹底 

・ 祭り、コンサート等のイベントの主催者は、規模・内容により、「感染防
止安全計画」または「感染防止策チェックリスト」を作成。換気の徹底
や来場者の密集回避などの感染防止対策の着実な実行 


